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障害者雇用に優良な事業主として 

『社会福祉法人 大野和光園』を認定 

～福井県第３号、奥越地域では初めての認定～ 

 

福井労働局（局長 石川良国）は、このたび「障害者雇用の促進等に関する法律」 

に基づく、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（以下、もにす 

認定制度）の福井県内第３号の認定を行いました。 

つきましては、第３号認定事業所の「社会福祉法人 大野和光園」に対する認定 

通知書交付式を下記のとおり行います。     ※当日の取材をお願いします。 
 

認定通知書交付式  

       ○日 時 ： 令和７年４月 17 日（木） 11 時 00 分 ～  

○場 所 ： 社会福祉法人 大野和光園 篠座会議室 

（大野市篠座 79－11） 

      ○認定企業： 社会福祉法人 大野和光園 
 

もにす認定制度は、障害者の雇用の促進及び雇用の 

安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小 

事業主を厚生労働大臣が認定する制度で、令和２年 

４月より実施しています。 

 

認定マーク もにす 

※共に進む（ともにすすむ）という言葉
に由来し、企業と障害者が共に明るい
未来や社会に進んでいくことを期待
し、名付けられたものです。 

 認定企業が、障害者雇用における身近なロールモデル 

として認知されることで、地域における障害者雇用の 

取組の一層の推進が期待されます。 

福井労働局 
～ふくいの「働く」を支えます～ Press Release 

令和７年４月８日（火） 
【照会先】 
福井労働局職業安定部職業対策課 

課        長  横 山 克 行 

課  長  補  佐  幸 道 秀 暢 

地方障害者雇用担当官   柿 野 敦 子 

電          話   0776(26)-8613 

 

 



 
 
 

 

福井県 もにす認定第３号 
（令和７年３月５日） 

 

 

 

 

         

 所在地 ； 大野市篠座 79-11  

 代表者 ： 理事長  砂子 三郎  

 法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者数：182.5 名 

（障害者数：7.5 名） 実雇用率：4.11％ 

 事業概要： 介護サービス業 

社会福祉法人 大野和光園

〇法人基本理念の「すべてはその人の

ために」は、ご利用者様、ご家族、

職員、連携機関、地域、関わるすべ

ての「人のために」、感謝と愛をも

って考え行動することが、私たち

「大野和光園」の原点である。 

〇障害、難病のある方など、雇用促進 

 ・職場定着に取り組んでいる。定期

的な面談、満足度調査を行い、ご本

人だけでなくチームスタッフからの

声を管理職と共に両立支援コーディ

ネーターが調整し職場づくりを推進

している。 

○職員にとって働きやすい職場であ

ることや福利厚生制度が充実して

いることから、在籍している障害

者の平均勤続年数が約 13.8 年 

(うち半数が勤続年数 10 年以上)

となっている。 

○就業規則において、障害者を含め

全職員が利用できる時間単位の年

次有給休暇制度や病気休暇制度を

整備しており、いずれの制度も障

害者の活用実績がある。 

○障害者を含め全職員に適用される

昇級・昇格・賞与に関する基準を

整備し、法人内で公開しており、

障害の有無や特性に影響されるこ

とのない基準で適用している。 

 






